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 解 説  

 

１．資本信用証明書とは 

  資本信用証明書は、中国語では短縮して「資信証明」といいます。 

  外国投資者となる企業や個人が本国で金融機関と取引があるという事実を証明

するものであり、信用金庫等の取引金融機関に対して発行を依頼します。 

  なお、日本の発行金融機関においては、法的拘束力が発生しない通知書面として

発行するのが大半です。 

 

２．資本信用証明書の様式 

  中国側が定めた記載ルール等はありませんので、日本の金融機関が適宜の様式に

より作成することとなります。中国語の使用が原則とされ、外国語で作成する場合

は中国語訳の添付が求められます。（３．の例では、日本語のワードソフトで作成可

能です） 

  記載内容はできる限り基本的な事項（法人の場合：会社名、設立年月日、資本金、

業種）にとどめることをお勧めします。個人が投資者となる場合は、氏名、生年月

日、住所、職業、肩書き等、個人の属性を示す情報を記載することとなります。ま

た、個人の場合は、資本信用証明書の代わりに、確定日付が付与された残高証明書

を当局に提出するケースもあります。 

  もし可能であれば、提出先の現地金融機関においてドラフトの事前チェックを依

頼しておくことが望ましいです。 

Ｑ． 

 中国所在の現地子会社について、増資手続きを進めるにあたり資本信用証明

書の提出を求められました。この書類はどのようなものでしょうか。信用金庫

でも発行してもらえますか（サービス業） 

 

Ａ 

 資本信用証明書とは、外資企業が既存の現地子会社の増資をする際、駐在員

事務所を設立する際等の手続き時に当局から提出を要請されることがある書類

です。発行依頼の際は、お取引実績のある信用金庫等にご相談ください。また、

信金中金から作成例を提供することも可能です。 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/1_China_CapitalCredential.pdf

